
- 1 -

高知県警察航空隊運営規程

平成３年３月14日

高知県警察本部訓令第11号

改正 平成６年４月５日高知県警察本部訓令第10号

平成７年１月30日高知県警察本部訓令第３号

平成８年８月１日高知県警察本部訓令第12号

平成９年３月31日高知県警察本部訓令第４号

平成17年４月１日高知県警察本部訓令第14号

平成18年４月１日高知県警察本部訓令第７号

平成19年２月20日高知県警察本部訓令第２号

平成22年３月26日高知県警察本部訓令第２号

平成24年３月23日高知県警察本部訓令第２号

平成26年３月17日高知県警察本部訓令第７号

平成28年３月25日高知県警察本部訓令第９号

令和４年３月29日高知県警察本部訓令第12号

警察本部

警 察 署

(趣旨)

第１条 この規程は、高知県警察組織規則(平成６年高知県公安委員会規則第１

号)第27条第３項に規定する高知県警察航空隊(以下 航空隊 という )の運営「 」 。

に関し必要な事項を定めるものとする。

(準拠)

第２条 航空隊の運営については 警察用航空機の運用等に関する規則(昭和37年、

国家公安委員会規則第３号 以下 規則 という )及び高知県警察用航空機の。 「 」 。

運用等に関する規程(平成３年３月本部訓令第10号 以下 運用規程 という )。 「 」 。

に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(設置)

第３条 航空隊は、南国市物部高知空港に設置する。

(運営管理)

第４条 航空隊の運営管理は、警備第二課長が行うものとする。

(編成)

第５条 航空隊に航空隊長(以下「隊長」という。)を置く。

２ 航空隊に、企画通信係、運航係及び整備係を置き、その事務は次に掲げると

おりとする。

(１) 企画通信係
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ア 県警察が装備する航空機(以下 航空機 という )の支援申請等の受理及「 」 。

び承認手続に関すること。

イ 航空隊の庶務、企画及び指導に関すること。

ウ 航空業務計画及び調整に関すること。

エ 航空機の派遣申請等に関すること。

オ 航空隊の予算に関すること。

カ 運用規程第２条に規定する航空基地(以下 航空基地 という )の維持管「 」 。

理に関すること。

キ 航空基地の通信設備の運用及び情報通信部との調整に関すること。

ク 前各号に掲げるもののほか、他の係の分掌に属さないこと。

(２) 運航係

ア 航空機の操縦に関すること。

イ 航空機の運航計画及び調整に関すること。

ウ 航空機の運航の安全に関すること。

エ 臨時発着場の設定及び使用申請手続に関すること。

オ その他航空局に対する申請手続に関すること。

(３) 整備係

ア 航空機の点検整備に関すること。

イ 整備に関する航空局への申請手続及び報告に関すること。

ウ 航空関係機材、工具等の保守管理に関すること。

エ 航空燃料及び油脂の取扱いに関すること。

オ 整備記録の整理及び保管に関すること。

(任務、活動の指揮等)

、 、第６条 航空隊は 航空機を運用して規則第７条に定める任務に当たるものとし

任務を遂行するに当たっては、関係所属長が航空隊の活動を指揮することができ

るものとする。

２ 警備第二課長は、前項の規定により関係所属長が航空隊の活動を指揮する場

合は、航空機の安全運行を図るため、当該関係所属長と緊密に連携するものと

する。

(活動区域)

第７条 航空隊の活動区域は、原則として県内全域とする。

(搭乗員)

第８条 航空機は、運用規程第２条に規定する航空従事者等が搭乗して活動する

ものとする。

２ 隊長が搭乗員を指名するときは、活動内容、勤務経験等を勘案し航空従事者
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等の計画的運用を図るとともに、飛行の安全に努めなければならない。

(報告等)

第９条 規則第12条に規定する機長(以下次項において「機長」という。)は、警

ら活動中に認知した事件等で 緊急を要するものについては 通信指令課長及び、 、

関係所属長に通報するとともに 事件等の現場周辺の無線自動車 警察用船舶等、 、

に通報し、それらと連携して活動に当たるものとする。

２ 機長は、警ら活動中に収集した各種情報を関係部門に通報するものとする。

(事件等の引継ぎ)

第10条 隊長は、航空隊が取り扱った事件、事故等で引き続き措置を要するもの

は、警備第二課長に報告の上関係所属長に引き継ぐものとする。

(隊舎等の防護)

第11条 隊員は、別表第１の航空基地防護計画及び別表第２の航空隊連絡系統図

に基づき、航空機及び航空基地における火災その他の事故防止に努めなければ

ならない。

(点検整備)

第12条 隊長は、常に航空機及び装備資機材の点検整備に努め、航空機の安全運

航を図るものとする。

(教養訓練)

第13条 隊長は、航空隊の任務を効率的に遂行し、かつ、飛行の安全を確保する

ため 操縦 整備等必要な知識 技能について 随時 教養訓練を行うものとす、 、 、 、 、

る。

(居住等)

第14条 隊員は、航空隊の所在地を管轄する署の管轄区域内に居住しなければな

らない。ただし、警備第二課長の許可を受けた場合は、この限りでない。

(待機)

、 、第15条 警備第二課長は 突発事案等に対処するため必要があると認めるときは

週休日 休日その他の正規の勤務時間外において 隊員の中から待機要員を指定、 、

することができる。

(報告)

第16条 隊長は、定期的に航空隊の活動状況を警備第二課長に報告するものとす

る。

附 則

この規程は、平成３年４月１日から施行する。

附 則(平成６年４月５日高知県警察本部訓令第10号)

この訓令は、平成６年４月５日から施行し、同年３月24日から適用する。
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附 則(平成７年１月30日高知県警察本部訓令第３号)

この訓令は、平成７年２月１日から施行し、平成６年11月１日から適用する。

附 則(平成８年８月１日高知県警察本部訓令第12号)

この訓令は、平成８年８月１日から施行する。

附 則(平成９年３月31日高知県警察本部訓令第４号)

この訓令は、平成９年４月１日から施行する。

附 則(平成17年４月１日高知県警察本部訓令第14号)

この訓令は、平成17年４月１日から施行する。

附 則(平成18年４月１日高知県警察本部訓令第７号)

この訓令は、平成18年４月１日から施行する。

附 則(平成19年２月20日高知県警察本部訓令第２号)

(施行期日)

１ この訓令は、平成19年２月21日から施行する。

(経過措置)

２ この訓令による改正前の訓令の様式は、この訓令による改正後の訓令の規定

にかかわらず、所要の修正を加え、残品の限度で使用することができる。

附 則(平成22年３月26日高知県警察本部訓令第２号)

この訓令は、平成22年４月１日から施行する。

附 則(平成24年３月23日高知県警察本部訓令第２号)

この訓令は、平成24年４月１日から施行する。

附 則(平成26年３月17日高知県警察本部訓令第７号)

この訓令は、平成26年４月１日から施行する。

附 則(平成28年３月25日高知県警察本部訓令第９号)

この訓令は、平成28年４月１日から施行する。

附 則(令和４年３月29日高知県警察本部訓令第12号)

この訓令は、令和４年４月１日から施行する。

（別表省略）


